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：短期施策の実現により、
空白地域が解消（一部実現を含む）

実施時期 解消メッシュ

Ｈ２４．３ ２３

Ｈ２５．３ －

Ｈ２３．３ －

Ｈ２６．３ －

Ｈ２５．３ ４

Ｈ２４.９ ８

Ｈ２６．４ －

Ｈ２７．３ ７

Ｈ２７．７ ３

１.足立区 総合交通計画（平成23年12月策定） 実現した短期のバス関連施策(７施策+２施策) 資料１-①

※44.96K㎡(53.2K㎡)

652,059

面積
（メッシュ数） 総数 ※ バス停300m

駅1000m
カバー圏域
割合

策定時 4,192 93.2%
実現（短期） 4,237 94.３%4,496



普段のバス利用頻度

２.短期施策の検証 利用者数等の算定
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①各施策の３００ｍ範囲内(道路距離)に該当する
空白地域居住者にｱﾝｹｰﾄ調査 回収率：約17％

【主な調査項目】
・バスの利⽤頻度
・施策に対する利⽤意向
・バス停までの希望距離(0,100,300,500,800ｍ,１０分以上、利⽤しない)

・バスの運⾏希望先(代替路線検討時に使⽤)
・現在の移動手段
・バス利⽤に求める要望（定時制、運賃等)
・外出頻度
・外出時間

②各施策の近傍路線バス停で実施(バス停の利用圏域）
回収率：約22％

【主な調査項目】
・どこからバス停を利⽤しているか※

※加重平均で利⽤圏域を設定(各バス停50％番目の人の範囲とし、代替
施策に関連するバス停の利⽤圏域の平均値とした)

・バス利⽤頻度
・バス利⽤時間

③駐輪場利用意向
回収率：約14％

【主な調査項目】
・バス停に駐輪場が整備された場合の利⽤意向(利⽤頻度含む)
・駐輪場料⾦(約１，２００円）

７０歳以上の人口 １５歳以上７０歳未満の人口

週３～４回以上
【転換需要】

週1～２回以下
【誘発需要】

週1～２回以下
【誘発需要】

〇人

〇人 〇人 〇人 〇人

Ａ:人･回/週 Ｃ:人･回/週 Ｄ:人･回/週Ｂ:人･回/週

※シルバーパス利用

得られる運賃収入を基に。運行可能便数を算出。既存並行路線の便数と比較し、
同等のサービス水準を提供できるかで、施策達成の可能性を検証

週３～４回以上
【転換需要】

施策別バス利用意向

公共交通空白地域の人口

※小学生利用料金は加算しない

対象施策需要予測

〇人 〇人 〇人

運賃収入算定

運行可能便数(１日当り)

運行経費/ｋｍ×施策別運行距離／運賃収入(週)／７日＝○便

〇人

参考
【転換需要】
・普段からバスをよく利用している人が新規路線を利用
【誘発需要】
・普段からバスをあまり利用しない人が新規路線を新たに利用
※再編路線は、既存路線を迂回するルートになるため、転換需要は⾒込め
ないため、運賃収入に加算しない

【運⾏経費】
・６１８.０４円／ｋｍ(国交省 乗合バス事業の収支状況についてより）

○回／週

○回×１８０円／週

〇人〇人

○回／週 ○回／週 ○回／週

○回×８０円／週

〇人

【ケース１】「必ず利用する」のみ
【ケース２】「必ず利用する」「おそらく利用する」
【ケース３】「必ず利用する」「おそらく利用する」「利用する可能性がある｣

アンケート調査内容

施策別利用意向数【３ケースで算出】×バス利用頻度(週当たり)
＝人・回／週

運行希望先や
現状の利用範囲
で、「施策の代替
案を検討」

サイクルアンド
バスライドの
利用数把握

資料１-②

３ケースで検証したが
次ページの結果は
【ケース２】を示す。



３.短期施策の検証結果

施策6(再編)：東伊興四丁目付近に既存
の路線バス（竹ノ塚駅~草加駅もしくは
安行原久保行き）ルート変更検討

【対象空白地域人口】 １，８７８人

｢希望バス停距離」２５３ｍ

【検証結果】

・想定乗者数は、３２８人/日
・得られる運賃収入※では、６３便/日
・再編対象路線(40便/日)以上のサービスが可能

※誘発収入/(運送原価×1.4km)

注）道路改良が必要

施策14(新設)：六月二丁目、三丁目付
近を走行する、はるかぜのバスルート
新設

【対象空白地域人口】 ７，２１８人

｢希望バス停距離｣２７０ｍ

【検証結果】

・想定乗者数は、９４９人/日
・得られる運賃収入※で、３０便/日可能
・再編対象路線(５６便/日)以上のサービスが可能

※転換+誘発収入/(運送原価×8.3km)

資料１-③
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20

綾瀬駅

六町駅

竹ノ塚駅

西新井駅

北千住駅

足立小台駅

施策12(新設・延伸)：はるかぜ8号の
ルートを一部変更し、新田方面まで延
伸を検討

【対象空白地域人口】４，０５５人

｢希望バス停距離｣２５２ｍ

【検証結果】

・想定乗者数は、４８３人/日
・得られる運賃収入※で、４８便/日可能
・延伸路線(４８便/日)以上のサービスが可能

※転換+誘発収入/(運送原価×2.6km)

施策5(新設)：保木間二・三丁目付近を
走行する竹ノ塚駅方面への路線バスルー
トの新設について検討

【対象空白地域人口】 ２，８６２人

｢希望バス停距離｣２４６ｍ

【検証結果】

・想定乗者数は、５９９人/日
・得られる運賃収入※では、２０便/日
・近傍路線(61便/日)と比較するとサービスが劣る

※転換+誘発収入/(運送原価×8ｋｍ)

施策15(新設)：谷中、大谷田付近を走
行する、はるかぜのバスルート新設

【対象空白地域人口】 １，２０９人

｢希望バス停距離｣２１７ｍ

【検証結果】

・想定乗者数は、２８１人/日
・得られる運賃収入※では、１０便/日
・近傍路線(60便/日)と比較するとサービスが劣る

※転換+誘発収入/(運送原価×7.3km)

施策20(再編)：はるかぜ8号のバス停の移設を検討

【対象空白地域人口】 １７７人

｢希望バス停距離｣２９５ｍ

【検証結果】

・想定乗者数は、２３人/日
・得られる運賃収入※では、５９１便/日
・再編対象路線(３１便/日)以上のサービスが可能

※誘発収入/(運送原価×10m) 注)道路改良が必要

18神明南町

北加平

新広橋

5・14

亀有駅交通空白地域

15-2
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施策５.１４

①希望目的地からルートを精査(４ルート)

②バス停利用圏域を精査(施策14のバス停でのｱﾝ

ｹｰﾄ結果300ｍで算出)(それぞれの案に利用圏域

を変えて算定)500、246、300、270ｍ

対象空白地域人口の増、運行経費の減

※竹ノ塚方面へのアクセスが課題

施策1５-2

①希望目的地からルートを精査
(綾瀬方面への希望者は少ない

運行経費の減

施策18：サイクルアンドバスライド
用の自転車駐車場整備を検討

【対象空白地域人口】 2,496人(3箇所)
｢希望バス停距離｣２７０ｍ

【検証結果】

・想定利用者数は、１０６人/日(3箇所)
・利用希望数が少ない。

・当該地区から、綾瀬、北綾瀬、六町の

定期利用が見られる（1～10％）
・自転車圏域が1ｋｍ以上



・交通空白地域における高齢者等の外出支援として、新たな交通サービス導入検討にあたり、老年人口が１３ブロック中

最も高い９ブロック（花畑地区）の公共交通空白地域居住者にアンケートを実施し交通需要の把握を行った。

花畑地区における新たな交通ｻｰﾋﾞｽ導入検討について（案）
① 経緯

② アンケート内容と結果

１）対 象

・花畑一丁目～八丁目の公共交通空白地域居住者

・60歳以上の男女を無作為抽出

２）期 間

・平成28年10月6日から11月30日

３）配布法

・郵送・個別配布、郵送回収

４）配布数

・１,１９０件

５）回答数

・ ５９７件

６）アンケート結果

・回答者の約５２％が交通に不便を感じている。

・外出目的の約８４％は買い物と通院を占める。

・ﾊﾞｽ・タクシーを利用したい人が約６０％を占める。

⇒外出不便者のための交通手段が必要。

（１日あたりの推定利用者数：２６２人）

資料２

アンケート調査範囲図

花畑八丁目

花畑五丁目

花畑二丁目

花畑三丁目

花畑四丁目

花畑六丁目

花畑七丁目

花畑一丁目



③ 外出支援ﾊﾞｽの運行検討範囲について

・運行経路については、アンケート結果を参考にして検討していく。

（１）公共交通空白地域を走行する。

（２）既存のバスルートと競合しない。

（３）アンケートから得られたよく行く外出先を経由する（ベルクス足立花畑中央店、ワイズマートディスカ花畑店、友愛病院、コープ花畑店）。

（１）経費算定の前提条件

ア 経路距離約１０ｋｍ

イ １時間当たりの運行回数３回

（ピーク時２２人への対応）

ウ 車両２台（１台当たり定員９人）

（２）経費 約１００万円／月

（１台で運行の場合 約５０万円／月）

＜１カ月当たりの運行経費試算例＞



バスロケーションシステムの導入検討について（バス接近情報提供）

対象箇所として、 北千住西口のバス停（はるかぜ６号（北千住・鹿浜線））の電照式変更に伴い、バスロケーショ
ンシステム（タブレット式）を試験的に導入する。

１ 概要

道路混雑によって、バスの定時性が確保できない時に利用者のストレスを軽減させ、バスの利便性を向上させ
るように、バス停でバスの走行位置を知らせるシステムを導入する。

２ 設置内容（案）

②整備概要

資料３

＜ディスプレイ表示イメージ＞
縦：約２２ｃｍ、横：約１３ｃｍ

現場写真

①整備予定箇所

設置計画箇所



・足立区において、自転車及び歩行者の安全か快適な走行環境を確保するため、自転車走行空

間の優先整備箇所や整備手法等を定めた「足立区自転車走行環境整備指針（素案）」を平成２

８年度に作成。

自転車走行環境整備に係る取組みについて

１ 経緯等

２ 自転車走行環境整備の考え方（案）（別紙１参照）

資料４

・目 標：「自転車の関与する事故を減らす｣

・整備内容：駅周辺等において、自転車・歩行者の交通量が多い路線や道路の新設等により、

自転車走行空間の整備が可能な箇所を短期的に整備する。

１）主要５駅周辺(駅半径約500ｍ)の生活道路及び都市計画道路（別紙２～４参照)
・西新井駅(平成２８、２９年度モデル整備地区)
・北千住駅

・竹ノ塚駅

・六町駅

・綾瀬駅

２）エリアデザイン地区(江北駅周辺、花畑地区)
３）都市計画道路優先整備路線及び道路改良工事箇所

４）その他区民ニーズ等が高い路線、通学路等の個別危険路線 など

・道路幅員構成別によって選定する自転車走行空間の整備手法を定める。（別紙５参照）

３ 整備手法について

①短期的な目標及び整備内容

・目 標：「日常生活を支える自転車ネットワークの構築」

・整備内容：１）短期整備箇所以外の鉄道駅周辺

２）駅周辺にアクセスする広域通行経路

・目 標：区内全域の回遊性構築とまちの魅力向上｣

・整備内容：道路ネットワークの骨格を構成する都市計画道路

②中期的な短期目標及び整備内容

③長期的な短期目標及び整備内容



足立区総合交通計画改定協議会について 

平成２９年６月２３日 

足立区都市建設部交通対策課 

１ 計画改定の目的 

足立区総合交通計画の上位計画である足立区基本構想、基本計画、都市計画マスタープ

ランの策定や公共交通環境を取り巻く状況の変化を踏まえ、より実現性、実効性の高い計

画に改定し、区内公共交通のさらなる利便性向上を図る。 

 

２ 検討の進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検討内容】 

・交通サービス、路線再

編の検討 

・計画実現性の検討 

・交通環境の整備につい

ての提案 

 

 

 

 

【検討内容】 

・意見・要望の集約 

・区民参画（利用促進）

の検討 

・個別交通や利用者別交

通の調査 

 

 

 

 

【検討内容】 

・各所管計画との整

合の確認、課題の

整理（観光、福祉、

まちづくり等） 

・公共交通に対する

支援等検討 

 

 

【検討内容】 

・現状、課題の把握 

・各部会提案の効果等についての検証 

・実現性の検討 

・計画目標値の設定 

・方針の決定 

足立区総合交通計画改定協議会 

庁内検討会 

【区職員】 

 

区民部会 

【区民委員・関連団体等】 

 

事業者部会 

【バス事業者等】 

調査・検討依頼 検討内容報告 

資料５ 



３ 協議会の構成 ※ 別紙参照 

（１）学識経験者                 ３名以内 

（２）関係団体(障がい者、老人、子供支援、まち推) ４名以内 

（３）関係事業者(バス、タクシー、鉄道)     １４名以内 

（４）関係行政機関(国、都、警視庁)        ９名以内 

（５）区議会議員                 ５名以内 

（６）区民公募                  ５名以内 

（７）区職員（幹事）               ５名以内 

 

４ スケジュールおよび検討内容（案） 

 時 期 項 目 内  容 

平
成
２
９
年
度 

６月 条例施行  

１０月 第１回協議会 
・公共交通や地域の現状等について 

・既計画の検証結果(課題)について 

１１月頃 区民部会 ・区民からの意見、要望の取りまとめ 

１２月頃 第２回協議会 ・交通計画改定の考え方について 

１月頃 事業者部会 
・計画実現性についての検討 

・よりよい交通環境についての提案 

２月頃 第３回�議会 ・方針に基づく既計画の見直し 

平
成
３
０
年
度 

６月頃 第４回協議会 
・区及び事業者の役割分担の検討 

・�標値や事業�価の設定について 

１０月頃 第５回協議会 ・計画改定案(素案)の作成 

２月頃 第６回協議会 ・足立区総合交通計画改定版の答申 

 



資料６

足立区総合交通計画改定協議会　名簿(案)

区分 役職名 氏名 備考

1 学 識 経 験 者  大学教授

2 学 識 経 験 者  大学教授

3 学 識 経 験 者  大学教授

4 関係団体代表者  足立区障害者団体連合会

5 関係団体代表者  足立区老人クラブ連合会

6 関係団体代表者  足立区地域保健福祉推進協議会子ども支援専門部会

7 関係団体代表者  足立区まちづくり推進委員

8 公共交通事業者  東日本旅客鉄道株式会社

9 公共交通事業者  首都圏新都市鉄道株式会社

10 公共交通事業者  東京地下鉄株式会社

11 公共交通事業者  東武鉄道株式会社

12 公共交通事業者  京成電鉄株式会社

13 公共交通事業者  東京都 交通局 電車部

14 公共交通事業者  東京都 交通局 自動車部

15 公共交通事業者  国際興業株式会社

16 公共交通事業者  東武バスセントラル株式会社

17 公共交通事業者  京成バス株式会社

18 公共交通事業者  日立自動車交通株式会社

19 公共交通事業者  朝日自動車株式会社

20 公共交通事業者  株式会社新日本観光自動車

21 公共交通事業者  一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会

22 関係行政機関職員  警視庁 交通部

23 関係行政機関職員  警視庁千住警察署

24 関係行政機関職員  警視庁西新井警察署

25 関係行政機関職員  警視庁竹の塚警察署

26 関係行政機関職員  警視庁綾瀬警察署

27 関係行政機関職員  国土交通省関東運輸局東京運輸支局

28 関係行政機関職員  国土交通省関東地方整備局東京国道事務所

29 関係行政機関職員  東京都都市整備局都市基盤部

30 関係行政機関職員  東京都建設局第六建設事務所

31 区 議 会 議 員

32 区 議 会 議 員

33 区 議 会 議 員

34 区 議 会 議 員

35 区 議 会 議 員

36  公募による委員

37  公募による委員

38  公募による委員

39  公募による委員

40  公募による委員

区　職　員（幹事）  政策経営部

区　職　員（幹事）  福祉部

区　職　員（幹事）  環境部

区　職　員（幹事）  都市建設部

区　職　員（幹事）  道路整備室

事　　務　　局  都市建設部交通対策課



足立区総合交通計画改定協議会開催にあたっての連絡事項 

 

１ 第一回日程について 

第一回協議会は１０月２３日（月）を予定しております。開催日が正式に決定しました

ら、改めて通知をお送りさせていただきます。第一回の協議会にて正式に委員の委嘱をさ

せていただきます。 

２ 委員の推薦について 

委員の推薦については、別紙のとおり依頼文を出させていただきます。参考に前回計

画策定時の名簿を添付いたしますのでご参照ください。個人に対して委嘱させていただ

くため、基本的に代理での出席はできませんのでご了承ください。 

なお、足立区では、「足立区男女共同参画社会推進条例」に基づき、全ての区民が性別

に関わりなく、あらゆる活動に参画できる社会を目指しており、女性の活躍や多様性を

推進するためには、施策や方針決定の過程において女性の参画が欠かせないと考えてお

ります。 

つきましては、協議会委員のご推薦の際には、当該条例の主旨をご理解頂き、女性の適

任者をご選任くださいますようご配慮の程よろしくお願いいたします。 

３ 会議の公開について 

足立区条例に基づき、協議会および部会は全て公開となります。内容および出席者につ

いて議事録に記載し、区ホームページ等にて公開しますので、予めご了承ください。あわ

せて委員名簿も区ホームページに掲載します。 

４ 委員報酬について 

協議会の委員を務めていただくにあたって、会議1回の参加につき、7千円（別途、源泉

徴収額を差し引きます）を支給させていただきます。ご不明な点などございましたら事務

局までご確認ください。 

 

資料７ 



安全運行のお願い 

 

各はるかぜ事業者 様 

 

コミュニティバス「はるかぜ」の事故は、平成２７年度３５件、平成２８

年度２３件、今年度は６月７日現在で７件となっております。 

安全教育等はすでに行われているかと思いますが、今後重大事故が起きな

いよう再度安全教育等により安全意識を高めて頂き、事故減少をよろしくお

願いいたします。 

 また、すでにご存知かとは思いますが、事故発生時の１５分ルールの徹底

もお願いいたします。 

 

 

足立区への第一報までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一報対象事例 

・歩行者や他車との接触時 
・乗客が怪我を負った時（ドアに挟まれた、車内で転倒した等） 
・物損事故（ガードパイプ等の道路付属物破損等） 

資料８ 

事故現場 

救急車・警察 

営業所 足立区 

①連絡 

②連絡 ③連絡 

足立区への第一報までの流れ 
①事故現場から救急車・警察に連絡する。 
②事故現場から営業所に連絡する。 
③営業所から足立区に連絡する。 

※①→②→③の順で連絡を行う。 


